
令和５年９月

遠賀町議会改革推進会議

遠賀町議会基本条例　評価シート

評価対象期間  令和元年５月　～　令和５年４月(４年間）



⑴条文の運用は適切か
⑵条文の内容を改正する
必要はあるか

第１条 目的 　この条例は、地方分権と住民自治の
時代にふさわしい町民に身近な意思決
定機関としての議会及び議員活動の活
性化と充実を図るために必要な基本事
項を定め、町民に開かれた議会の実現
を図ることにより、町民の負託に的確
に応え、もって遠賀町の持続的で豊か
なまちづくりの実現に寄与することを
目的とする。

【実績】 □１　適切に運用されて
　　　おり、これまでど
　　　おり取り組む

□２　適切に運用されて
　　　いるが、更なる取
　　　り組みが必要

□３　適切に運用されて
　　　おらず改善が必要

■４　その他

■１　改正の必要はない

□２　更なる検討が必要

□３　改正が必要

□４　その他

（なし）

　　　　　　遠賀町議会基本条例　評価シート　　　　　　　※評価対象期間：令和元年５月～令和５年４月

条文 実績

検証結果 検証結果⑴⑵に２～４がある場合、検
証結果に基づき、具体的な内容や案・
今後の課題・取り組むべき内容など
（⑴⑵がいずれも"１”の場合は記述なし）

条例の目的につい
ての条文のため、運
用面での検証は行
わないこととする。
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⑴条文の運用は適切か
⑵条文の内容を改正する
必要はあるか

　　　　　　遠賀町議会基本条例　評価シート　　　　　　　※評価対象期間：令和元年５月～令和５年４月

条文 実績

検証結果 検証結果⑴⑵に２～４がある場合、検
証結果に基づき、具体的な内容や案・
今後の課題・取り組むべき内容など
（⑴⑵がいずれも"１”の場合は記述なし）

第２条 議会の活動
原則

　議会は、次に掲げる原則に基づき活
動しなければならない。
⑴　議会が町民の代表機関であること
を踏まえ、公正性及び透明性を確保
し、町民に開かれた議会を目指すこ
と。
⑵　町民の多様な意見を把握し、政策
形成に適切に反映できるよう町民参加
の機会の拡充に努めること。
⑶　把握した町民の多様な意見を下に
政策提言、政策立案等の強化に努める
こと。
⑷　町民参加を促進するため、町民に
分かりやすい議会運営を目指すこと。
⑸　議会は、言論の府であるとの認識
に立ち、会議の進行は、議員による自
由な討議を行うこと。

【実績】

⑴、⑷　（共通）
議会広報発行、本会議のライブ中継実施、会
議録公開、町ホームページへの議会情報公
開

⑵　意見交換会の実施

⑶　次のとおり実施
①条例・規則の制定
　　・令和２年６月「遠賀町議会政務活動費の
　　　　　　　　　　　交付の特例に関する条例」
　　・令和５年３月「遠賀町猫の愛護及び管理
　　　　　　　　　　　に関する条例」
　　・令和５年３月「遠賀用議会の個人情報の
　　　　　　　　　　　保護に関する条例」
　　・令和５年３月「遠賀町議会改革推進会議
　　　　　　　　　　　の設置要綱」
②条例・規則の改正
　　・令和３年３月「遠賀町議会委員会条例」
　　・令和３年６月「遠賀町議会会議規則」
　　・令和５年３月「遠賀町議会基本条例」

⑸　未実施

□１　適切に運用されて
　　　おり、これまでど
　　　おり取り組む

■２　適切に運用されて
　　　いるが、更なる取
　　　り組みが必要

□３　適切に運用されて
　　　おらず改善が必要

□４　その他

■１　改正の必要はない

□２　更なる検討が必要

□３　改正が必要

□４　その他

　⑵については、コロナ禍の影響によ
り十分に実施できていなかったため、
今後は取り組んでいく必要がある。

　⑸については、「自由な討議」の実
施に対する調査・検討が進んでいない
ため、今後は先進地の取り組みなどの
調査・検討を進めていく。
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⑴条文の運用は適切か
⑵条文の内容を改正する
必要はあるか

　　　　　　遠賀町議会基本条例　評価シート　　　　　　　※評価対象期間：令和元年５月～令和５年４月

条文 実績

検証結果 検証結果⑴⑵に２～４がある場合、検
証結果に基づき、具体的な内容や案・
今後の課題・取り組むべき内容など
（⑴⑵がいずれも"１”の場合は記述なし）

第３条 議員の活動
原則

　議員は、次に掲げる原則に基づき活
動しなければならない。
⑴　議会が言論の府であること、及び
合議制機関であることを十分認識し、
議員間の自由な討議を重んじること。
⑵　町政の課題全般について、町民の
意見を的確に把握するとともに、不断
の研さんによって議員自らの能力を高
め、町民の代表としてふさわしい活動
をすること。
⑶　議会の構成員として一部の団体及
び地域にとらわれず、町民全体の福祉
の向上を目指して活動すること。

【実績】
⑴　未実施

⑵
　※個人の活動原則のため評価対象としな
い

⑶
　　※個人の活動原則のため評価対象としな
い

□１　適切に運用されて
　　　おり、これまでど
　　　おり取り組む

■２　適切に運用されて
　　　いるが、更なる取
　　　り組みが必要

□３　適切に運用されて
　　　おらず改善が必要

□４　その他

■１　改正の必要はない

□２　更なる検討が必要

□３　改正が必要

□４　その他

「議員間の自由な討議」の実施に対す
る調査・検討が進んでいないため、今
後は先進地の取り組みなどの調査・検
討を進めていく。

　⑵⑶については、議員個人の活動原
則であるため、議会の評価の対象とし
ない。ただし、議員個人個人が条例の
趣旨に基づき、継続して取り組んでい
く。

第４条 災害等に対
する活動原
則

　議会及び議員は、防災対策及び減災
対策に率先して取り組むとともに、災
害発生時においては、住民生活の安全
及び安心を確保するための活動に取り
組み、災害からの復興に向けて積極的
な役割を果たすよう努めるものとす
る。
２　災害等に対する議会及び議員の活
動に関する事項については、別に定め
る。

【実績】
　令和５年３月に条例に追加のため該当
なし。

■１　適切に運用されて
　　　おり、これまでど
　　　おり取り組む

□２　適切に運用されて
　　　いるが、更なる取
　　　り組みが必要

□３　適切に運用されて
　　　おらず改善が必要

□４　その他

■１　改正の必要はない

□２　更なる検討が必要

□３　改正が必要

□４　その他

（なし）
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⑴条文の運用は適切か
⑵条文の内容を改正する
必要はあるか

　　　　　　遠賀町議会基本条例　評価シート　　　　　　　※評価対象期間：令和元年５月～令和５年４月

条文 実績

検証結果 検証結果⑴⑵に２～４がある場合、検
証結果に基づき、具体的な内容や案・
今後の課題・取り組むべき内容など
（⑴⑵がいずれも"１”の場合は記述なし）

■１　改正の必要はない

□２　更なる検討が必要

□３　改正が必要

□４　その他

（なし）第５条 町民と議会
との関係

　議会は、町民に対し積極的にその有
する情報を発信し、情報の共有を推進
するとともに、説明責任を十分に果た
さなければならない。
２　議会は、本会議のほか、常任委員
会等を原則公開とする。
３　議会は、参考人制度及び公聴会制
度を十分に活用して、町民の専門的又
は政策的識見等を求めるとともに、町
民の声を議会の討議に反映させるもの
とする。
４　議会は、請願及び陳情を町民によ
る政策提案と位置付けるとともに、そ
の審議においては、必要に応じてこれ
ら提案者の意見を聴く機会を設けるこ
とができる。

【実績】

１　議決内容について、町ホームページ
に議決結果や会議録等を公表するととも
に、議会だより等に内容を掲載

２　本会議、常任委員会のほか、決算特
別委員会及び予算特別委員会を公開
　本会議傍聴者
　・令和元年　本会議91人
　・令和２年　本会議５人
　　　　　　　委員会17人
　・令和３年　本会議30人
　・令和４年　本会議29人
　・令和５年　本会議５人
　
３　参考人の招致
　　・令和３年　１名（第２）
　　・令和４年　１名（第２）
　
４　本会議に提出した請願・陳情件数
　・令和元年　請願１（採択１）
　　　　　　　陳情なし
　・令和２年　請願・陳情ともになし
　・令和３年　請願なし
　　　　　　　陳情１（継続審査を経て
　　　　　　　　　　　採択１）
　・令和４年　請願１（採択１）
　　　　　　　陳情１（採択１）
　・令和５年　請願・陳情ともになし

■１　適切に運用されて
　　　おり、これまでど
　　　おり取り組む

□２　適切に運用されて
　　　いるが、更なる取
　　　り組みが必要

□３　適切に運用されて
　　　おらず改善が必要

□４　その他
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⑴条文の運用は適切か
⑵条文の内容を改正する
必要はあるか

　　　　　　遠賀町議会基本条例　評価シート　　　　　　　※評価対象期間：令和元年５月～令和５年４月

条文 実績

検証結果 検証結果⑴⑵に２～４がある場合、検
証結果に基づき、具体的な内容や案・
今後の課題・取り組むべき内容など
（⑴⑵がいずれも"１”の場合は記述なし）

第６条 意見交換会 　議会は、町民等と町政全般にわたる
意見交換を行い、その意見を町政に反
映させる機会を設ける。

【実績】
次のとおり実施
・令和元年10月18日
　　対象：地区区公民館連合会役員
　　　　　（４名）
・令和２年１月31日
　　対象：区長会（20名）

□１　適切に運用されて
　　　おり、これまでど
　　　おり取り組む

□２　適切に運用されて
　　　いるが、更なる取
　　　り組みが必要

□３　適切に運用されて
　　　おらず改善が必要

■４　その他

　

■１　改正の必要はない

□２　更なる検討が必要

□３　改正が必要

□４　その他

意見交換会については、コロナ禍等の
理由により、実施することが出来ない
時期もあったため、今後は、町民等と
の意見交換会を十分に実施できるよう
取り組んでいく。

第７条 議会及び議
員の責務

　議会及び議員は、この条例に定める
理念及び原則並びにこれらに基づいて
制定される条例、規則、規程等を遵守
して議会を運営し、もって町民を代表
する合議制の機関として、町民に対す
る責任を果たさなければならない。

【実績】

①議会
・令和４年９月定例会において、遠賀町
議会基本条例に抵触との理由により、１
議員に対し辞職勧告決議を求める動議を
提起（可決）

②議員
　※個人の活動原則のため評価対象とし
ない

■１　適切に運用されて
　　　おり、これまでど
　　　おり取り組む

□２　適切に運用されて
　　　いるが、更なる取
　　　り組みが必要

□３　適切に運用されて
　　　おらず改善が必要

□４　その他

■１　改正の必要はない

□２　更なる検討が必要

□３　改正が必要

□４　その他

（なし）

コロナ禍の状況によ
り十分に取り組むこ
とができなかった。
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⑴条文の運用は適切か
⑵条文の内容を改正する
必要はあるか

　　　　　　遠賀町議会基本条例　評価シート　　　　　　　※評価対象期間：令和元年５月～令和５年４月

条文 実績

検証結果 検証結果⑴⑵に２～４がある場合、検
証結果に基づき、具体的な内容や案・
今後の課題・取り組むべき内容など
（⑴⑵がいずれも"１”の場合は記述なし）

第８条 町長等と議
会及び議員
の関係

　議会の会議における一般質問は、広
く町政上の論点及び争点を明確にする
ため、一問一答の方式で行う。
２　議長から本会議及び常任委員会、
特別委員会への出席を要請された町長
等は、議員の質問等に対して議長又は
委員長の許可を得て反問することがで
きる。
３　議会は、町長が提案する重要な政
策については、議会審議を通じて政策
水準の一層の向上を図るため、町長に
対し、必要な情報を明らかにするよう
求めるものとする。

【実績】

１　平成27年9月定例会から一問一答方式
で継続実施

２　反問権使用回数（一般質問のみで運
用）
　　・令和元年　２回
　　・令和２年　なし
　　・令和３年　なし
　　・令和４年　２回
　　・令和５年　１回

３　全員協議会等における執行部の説明
等を適宜実施

■１　適切に運用されて
　　　おり、これまでど
　　　おり取り組む

□２　適切に運用されて
　　　いるが、更なる取
　　　り組みが必要

□３　適切に運用されて
　　　おらず改善が必要

□４　その他

■１　改正の必要はない

□２　更なる検討が必要

□３　改正が必要

□４　その他

（なし）

第９条 予算・決算
における政
策説明資料
の作成

　町長は、予算案及び決算を議会に提
出し、議会の審議に付すに当たって
は、分かりやすい施策別又は事業別の
政策説明資料を作成するよう努めるも
のとする。

【実績】
次のとおり町長から資料提出
①予算案に関する政策説明資料
・施政方針
・教育施策要綱
・事業実施計画書
②決算認定に関する政策説明資料
・事業実績報告書

■１　適切に運用されて
　　　おり、これまでど
　　　おり取り組む

□２　適切に運用されて
　　　いるが、更なる取
　　　り組みが必要

□３　適切に運用されて
　　　おらず改善が必要

□４　その他

■１　改正の必要はない

□２　更なる検討が必要

□３　改正が必要

□４　その他

（なし）
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⑴条文の運用は適切か
⑵条文の内容を改正する
必要はあるか

　　　　　　遠賀町議会基本条例　評価シート　　　　　　　※評価対象期間：令和元年５月～令和５年４月

条文 実績

検証結果 検証結果⑴⑵に２～４がある場合、検
証結果に基づき、具体的な内容や案・
今後の課題・取り組むべき内容など
（⑴⑵がいずれも"１”の場合は記述なし）

第10条 政策立案、
政策提案及
び政策提言

　議会は、町の政策水準の向上を図る
ため、政策立案機能の強化に努め、
もって条例の提案、議案の修正、決議
等の政策提案を行うとともに、町長等
に対し、政策提言を行うものとする。

【実績】

次のとおり実施
・基地周辺対策特別委員会の設置に関す
る決議（令和元年５月臨時会）
・遠賀川駅南開発事業特別委員会の設置
に関する決議（令和５年５月臨時会）
・タブレット導入調査検討特別委員会の
設置に関する決議（令和２年12月定例
会）

■１　適切に運用されて
　　　おり、これまでど
　　　おり取り組む

□２　適切に運用されて
　　　いるが、更なる取
　　　り組みが必要

□３　適切に運用されて
　　　おらず改善が必要

□４　その他

■１　改正の必要はない

□２　更なる検討が必要

□３　改正が必要

□４　その他

（なし）

第11条 予算の確保 　議会は、二元代表制の趣旨を踏ま
え、議事機関としての機能を確保する
とともに、より円滑な議会運営を実現
するため、必要な予算の確保に努める
ものとする。

【実績】

　議会としても経費節減に努める一方、
議会機能の充実のための取り組みについ
て必要な予算の確保に努めている。

■１　適切に運用されて
　　　おり、これまでど
　　　おり取り組む

□２　適切に運用されて
　　　いるが、更なる取
　　　り組みが必要

□３　適切に運用されて
　　　おらず改善が必要

□４　その他

■１　改正の必要はない

□２　更なる検討が必要

□３　改正が必要

□４　その他

（なし）
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⑴条文の運用は適切か
⑵条文の内容を改正する
必要はあるか

　　　　　　遠賀町議会基本条例　評価シート　　　　　　　※評価対象期間：令和元年５月～令和５年４月

条文 実績

検証結果 検証結果⑴⑵に２～４がある場合、検
証結果に基づき、具体的な内容や案・
今後の課題・取り組むべき内容など
（⑴⑵がいずれも"１”の場合は記述なし）

第12条 議決事項 　地方自治法（昭和22年法律第67号。
以下「法」という。）第96条第２項の
規定による議会の議決事項について
は、代表機関である議会が、町政にお
ける重要な計画等の決定に参画する観
点と同じく代表機関である町長の政策
執行上の必要性を比較考慮のうえ、次
のとおり定めるものとする。
⑴　遠賀町における総合的かつ計画的
な行政の運営を図るための基本構想及
び基本計画を策定し、又は変更するこ
と。
⑵　遠賀町都市計画マスタープランを
策定し、又は変更すること。
⑶　前２号に類するもので、議長が必
要と認める計画を策定し、又は変更す
ること。

【実績】

⑴　第６次遠賀町総合計画（基本構想及び
前期基本計画）の策定（令和３年12月定
例会）

⑵　該当なし

⑶　該当なし

■１　適切に運用されて
　　　おり、これまでど
　　　おり取り組む

□２　適切に運用されて
　　　いるが、更なる取
　　　り組みが必要

□３　適切に運用されて
　　　おらず改善が必要

□４　その他

■１　改正の必要はない

□２　更なる検討が必要

□３　改正が必要

□４　その他

（なし）

第13条 議会広報の
充実

　議会は、町政に係る重要な情報を議
会独自の視点から常に町民に対して公
表又は周知させるよう努めるものとす
る。
２　議会は、情報技術の発達を踏まえ
た多様な広報手段を活用することによ
り、多くの町民が議会と町政に関心を
持つよう広報活動に努めるものとす
る。
３　議会は、重要な議案に対する各議
員の態度を広報で公表する等、議員の
活動に対して町民の評価が的確になさ
れるよう情報の提供に努めるものとす
る。

【実績】

１、２（共通）次のとおり実施
・議会だより４年間で№154号～№169号
を発行
・町ホームページ等に議会活動について
公表
・県議長会等が主催する議会広報研修会
に広報委員の派遣を実施

３　議会だよりに議案の採決において、
賛否の分かれたもの及び出欠状況を掲載

■１　適切に運用されて
　　　おり、これまでど
　　　おり取り組む

□２　適切に運用されて
　　　いるが、更なる取
　　　り組みが必要

□３　適切に運用されて
　　　おらず改善が必要

□４　その他

■１　改正の必要はない

□２　更なる検討が必要

□３　改正が必要

□４　その他

（なし）
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⑴条文の運用は適切か
⑵条文の内容を改正する
必要はあるか

　　　　　　遠賀町議会基本条例　評価シート　　　　　　　※評価対象期間：令和元年５月～令和５年４月

条文 実績

検証結果 検証結果⑴⑵に２～４がある場合、検
証結果に基づき、具体的な内容や案・
今後の課題・取り組むべき内容など
（⑴⑵がいずれも"１”の場合は記述なし）

第15条 調査機関の
設置

　議会は、町政の課題に関する調査の
ため必要があると認めるときは、議決
により、学識経験を有する者等で構成
する調査機関を設置することができ
る。
２　議会は、必要があると認めるとき
は、前項の調査機関に議員を構成員と
して加えることができる。

【実績】

１　未実施

２　未実施

■１　適切に運用されて
　　　おり、これまでど
　　　おり取り組む

□２　適切に運用されて
　　　いるが、更なる取
　　　り組みが必要

□３　適切に運用されて
　　　おらず改善が必要

□４　その他

■１　改正の必要はない

□２　更なる検討が必要

□３　改正が必要

□４　その他

（なし）

第14条 委員会等の
適切な運営

　議会は、社会、経済情勢等により新
たに生じる行政課題に適切かつ迅速に
対応するため、常任委員会等の適切な
運営により機動力を高めなければなら
ない。
２　常任委員会等は、閉会中において
も所管事務調査を実施し、行政監視を
行うとともに、積極的に政策立案、政
策提言等を行うものとする。

【実績】

１　コロナ禍における議会対応などを議
会運営委員会にて協議・検討を実施する
など適切な運営を実施

２　所管事務調査については、コロナ禍
等の理由により未実施。
　また、令和２年５月に、新型コロナウ
イルス感染症対応支援策の予算確保のた
め、政務活動費の削減や視察・研修の中
止等を議会として行う旨の申入れを実施

■１　適切に運用されて
　　　おり、これまでど
　　　おり取り組む

□２　適切に運用されて
　　　いるが、更なる取
　　　り組みが必要

□３　適切に運用されて
　　　おらず改善が必要

□４　その他

■１　改正の必要はない

□２　更なる検討が必要

□３　改正が必要

□４　その他

（なし）
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⑴条文の運用は適切か
⑵条文の内容を改正する
必要はあるか

　　　　　　遠賀町議会基本条例　評価シート　　　　　　　※評価対象期間：令和元年５月～令和５年４月

条文 実績

検証結果 検証結果⑴⑵に２～４がある場合、検
証結果に基づき、具体的な内容や案・
今後の課題・取り組むべき内容など
（⑴⑵がいずれも"１”の場合は記述なし）

第16条 議員間の討
議による合
意形成

　議会は、議案等の審議又は審査にお
いては、議員の自由な論議を尽くさな
ければならない。
２　議長及び委員長は、論議が積極的
に行われるように議会の会議及び委員
会を運営しなければならない。
３　議長及び委員長は、議員相互の自
由な討議を必要に応じて行うことがで
きる。

【実績】

１　未実施

２　適宜対応

３　未実施

□１　適切に運用されて
　　　おり、これまでど
　　　おり取り組む

■２　適切に運用されて
　　　いるが、更なる取
　　　り組みが必要

□３　適切に運用されて
　　　おらず改善が必要

□４　その他

■１　改正の必要はない

□２　更なる検討が必要

□３　改正が必要

□４　その他

１及び３については、「自由な討議」
の実施に対する調査・検討が進んでい
ないため、今後は先進地の取り組みな
どの調査・検討を進めていく。

11



⑴条文の運用は適切か
⑵条文の内容を改正する
必要はあるか

　　　　　　遠賀町議会基本条例　評価シート　　　　　　　※評価対象期間：令和元年５月～令和５年４月

条文 実績

検証結果 検証結果⑴⑵に２～４がある場合、検
証結果に基づき、具体的な内容や案・
今後の課題・取り組むべき内容など
（⑴⑵がいずれも"１”の場合は記述なし）

（なし）第17条 議員研修の
充実強化

　議会は、議員の政策形成及び立案能
力の向上等を図るため、議員研修を充
実する。
２　議会は、議員研修の充実強化に当
たり、広く各分野の専門家等を活用し
た議員研修会を開催する。

【実績】

１　次のとおり実施
①先進地視察研修
・令和元年10月15日～16日　第一常任
　　熊本県益城町（防災についてほか）
　　長崎県長崎市（デマンド交通ほか）
・令和元年11月６日～７日　第二常任
　　広島県世羅町（６次産業化ほか）
　　兵庫県福崎町（観光資源育成ほか）
・令和４年５月19日　タブレット特別委
　　福岡県宗像市（タブレットを利用
　　　　　　　　　した議会運営ほか）

②町議会主催研修
・令和元年５月13日　新任議員研修
　　　　　　　　　　（財務・条例等）

③郡議長会主催研修
・令和元年10月21日　郡議長会議員研修
・令和４年10月26日　　〃

④県議長会主催研修
・令和元年10月29日新任議員研修
・令和２年１月15日議員研修
・令和３年１月14日議員研修
・令和３年７月16日常任・議運
　　　　　　　　　正副委員長研修
・令和４年１月13日議員研修
・令和４年８月18日常任・議運
　　　　　　　　　正副委員長研修

⑤町主催
・令和４年４月20日　議員SNS研修会
　　講師：企画政策課長

２　次のとおり実施
・令和元年５月13日新任議員財務研修
　　講師：町財政係長

■１　適切に運用されて
　　　おり、これまでど
　　　おり取り組む

□２　適切に運用されて
　　　いるが、更なる取
　　　り組みが必要

□３　適切に運用されて
　　　おらず改善が必要

□４　その他

■１　改正の必要はない

□２　更なる検討が必要

□３　改正が必要

□４　その他
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⑴条文の運用は適切か
⑵条文の内容を改正する
必要はあるか

　　　　　　遠賀町議会基本条例　評価シート　　　　　　　※評価対象期間：令和元年５月～令和５年４月

条文 実績

検証結果 検証結果⑴⑵に２～４がある場合、検
証結果に基づき、具体的な内容や案・
今後の課題・取り組むべき内容など
（⑴⑵がいずれも"１”の場合は記述なし）

第18条 議会改革推
進会議

　議会は、議会改革に継続的に取り組
むため、必要に応じて議員で構成する
議会改革推進会議を設置するものとす
る。
２　議会は、必要があると認めるとき
は、前項の議会改革推進会議に学識経
験を有する者等を構成員として加える
ことができる。
３　第１項に規定する議会改革推進会
議の設置に関して必要な事項は、議長
が別に定める。

【実績】

１　次のとおり実施
・令和元年６月12日　設置
・令和元年６月14日
　　議会基本条例の検証①
・令和元年７月10日
　　議会基本条例の検証②
・令和元年８月28日
　　議会基本条例の検証（まとめ）

２　未実施

３　令和５年３月　議会改革推進会議の
設置要綱制定

■１　適切に運用されて
　　　おり、これまでど
　　　おり取り組む

□２　適切に運用されて
　　　いるが、更なる取
　　　り組みが必要

□３　適切に運用されて
　　　おらず改善が必要

□４　その他

■１　改正の必要はない

□２　更なる検討が必要

□３　改正が必要

□４　その他

（なし）

第19条 交流及び連
携の推進

　議会は、他の地方公共団体の議会と
の交流、連携を深め、互いに共同して
新しい議会の在り方について調査研究
等を行うものとする。

【実績】

次のとおり実施
・遠賀郡町議会議員研修会に毎年１回参
加
・遠賀郡町議会議長会に毎年２回参加

■１　適切に運用されて
　　　おり、これまでど
　　　おり取り組む

□２　適切に運用されて
　　　いるが、更なる取
　　　り組みが必要

□３　適切に運用されて
　　　おらず改善が必要

□４　その他

■１　改正の必要はない

□２　更なる検討が必要

□３　改正が必要

□４　その他

（なし）
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⑴条文の運用は適切か
⑵条文の内容を改正する
必要はあるか

　　　　　　遠賀町議会基本条例　評価シート　　　　　　　※評価対象期間：令和元年５月～令和５年４月

条文 実績

検証結果 検証結果⑴⑵に２～４がある場合、検
証結果に基づき、具体的な内容や案・
今後の課題・取り組むべき内容など
（⑴⑵がいずれも"１”の場合は記述なし）

第20条 議員の政治
倫理

　議員は、町民の信頼及び負託に応え
るため、高い倫理観を持たなければな
らない。
２　議員は、町民の代表としての自覚
と良識を持ち、議員としての品位を保
持しなければならない。

【実績】

１、２（共通）次のとおり実施
・平成28年12月に制定した「遠賀町議会
議員政治倫理条例」に基づき遂行

■１　適切に運用されて
　　　おり、これまでど
　　　おり取り組む

□２　適切に運用されて
　　　いるが、更なる取
　　　り組みが必要

□３　適切に運用されて
　　　おらず改善が必要

□４　その他

■１　改正の必要はない

□２　更なる検討が必要

□３　改正が必要

□４　その他

（なし）

第21条 議員定数 　議員定数の改正に当たっては、行財
政改革の視点だけでなく、町政の現状
と課題及び将来の予測と展望を十分に
考慮するとともに、議会及び議員活動
について町民の意見を広く聴くため、
参考人制度及び公聴会制度を活用する
ことができる。
２　議員定数の条例改正案は、法第74
条第１項の規定による町民の直接請求
があった場合を除き、改正理由の説明
を付して必ず議員が提案するものとす
る。
３　議員定数は、別に条例で定める。

【実績】

１　未実施

２　未実施

３　別途、既決条例があるため評価対象
外とする

■１　適切に運用されて
　　　おり、これまでど
　　　おり取り組む

□２　適切に運用されて
　　　いるが、更なる取
　　　り組みが必要

□３　適切に運用されて
　　　おらず改善が必要

□４　その他

■１　改正の必要はない

□２　更なる検討が必要

□３　改正が必要

□４　その他

（なし）
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⑴条文の運用は適切か
⑵条文の内容を改正する
必要はあるか

　　　　　　遠賀町議会基本条例　評価シート　　　　　　　※評価対象期間：令和元年５月～令和５年４月

条文 実績

検証結果 検証結果⑴⑵に２～４がある場合、検
証結果に基づき、具体的な内容や案・
今後の課題・取り組むべき内容など
（⑴⑵がいずれも"１”の場合は記述なし）

第22条 議員報酬 　議員報酬の改正に当たっては、行財
政改革の視点だけではなく、町政の現
状と課題及び将来の予測と展望を十分
に考慮するとともに、議会及び議員活
動に関して町民の意見を広く聴くた
め、参考人制度及び公聴会制度を活用
することができる。
２　議員報酬の条例改正案は、法第74
条第１項の規定による町民の直接請求
があった場合を除き、改正理由の説明
を付して必ず議員が提案するものとす
る。
３　議員報酬は、別に条例で定める。

【実績】

１　未実施

２　未実施

３　別途、既決条例があるため評価対象
外とする

■１　適切に運用されて
　　　おり、これまでど
　　　おり取り組む

□２　適切に運用されて
　　　いるが、更なる取
　　　り組みが必要

□３　適切に運用されて
　　　おらず改善が必要

□４　その他

■１　改正の必要はない

□２　更なる検討が必要

□３　改正が必要

□４　その他

（なし）

第23条 政務活動費
の交付、公
開、報告

　政務活動費は、議員による政策研
究、政策提言等が確実に実行されるよ
う別に定める遠賀町議会政務活動費の
交付に関する条例（平成13年遠賀町条
例第16号）に基づき、議員個人に対し
て交付するものとする。
２　政務活動費の交付を受けた議員
は、公正性、透明性等の観点に加え、
その支出根拠が議会の議決事項である
予算に依拠することから、その使途に
ついて町民等から疑義が生じないよう
に公開し、自ら説明責任を果たすもの
とする。

【実績】

１　条例に基づき適切に運用

２　毎年、町ホームページで収支報告書
を公表

■１　適切に運用されて
　　　おり、これまでど
　　　おり取り組む

□２　適切に運用されて
　　　いるが、更なる取
　　　り組みが必要

□３　適切に運用されて
　　　おらず改善が必要

□４　その他

■１　改正の必要はない

□２　更なる検討が必要

□３　改正が必要

□４　その他

（なし）
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⑴条文の運用は適切か
⑵条文の内容を改正する
必要はあるか

　　　　　　遠賀町議会基本条例　評価シート　　　　　　　※評価対象期間：令和元年５月～令和５年４月

条文 実績

検証結果 検証結果⑴⑵に２～４がある場合、検
証結果に基づき、具体的な内容や案・
今後の課題・取り組むべき内容など
（⑴⑵がいずれも"１”の場合は記述なし）

第24条 議会事務局
の体制整備

　議会は、議会の政策立案能力を向上
させ、議会活動を円滑かつ効率的に行
うため、議会事務局の調査及び法制機
能を積極的に強化するよう努めるもの
とする。

【実績】

　全国議長会、福岡県町村議会議長会、
郡議長会主催の事務局職員研修にそれぞ
れ毎年参加をしている。また、民間研修
等への参加を希望する場合は、旅費・研
修費を人事係予算で対応としているた
め、希望どおりに参加ができている。

■１　適切に運用されて
　　　おり、これまでど
　　　おり取り組む

□２　適切に運用されて
　　　いるが、更なる取
　　　り組みが必要

□３　適切に運用されて
　　　おらず改善が必要

□４　その他

■１　改正の必要はない

□２　更なる検討が必要

□３　改正が必要

□４　その他

（なし）

第25条 最高規範性
と見直し手
続

　この条例は、議会における最高規範
であって、議会は、この条例の趣旨に
反する議会の条例、規則等を制定して
はならない。
２　議会は、議員にこの条例の理念を
浸透させるため、一般選挙を経た任期
開始後速やかに、この条例の研修を行
わなければならない。
３　議会は、一般選挙を経た任期開始
後速やかに、この条例の目的が達成さ
れているかを、議会改革推進会議にお
いて検討するものとする。
４　議会は、この条例を改正する場合
には、議員間で協議し、全議員の賛同
する改正案であっても、本会議におい
て改正の理由及び背景を詳しく説明し
なければならない。

【実績】

１　趣旨に反する条例等の制定は行わず

２　令和元年５月13日開催の新任議員研
修会において議会基本条例研修を実施

３　令和元年６月～８月にかけて４回会
議を開催し、検証結果を報告

４　上記の検証結果に基づいた条例の改
正を令和５年３月定例会に提出し、説明
を実施。
　また、提出前の全員協議会において、
改正の理由等について説明し、全議員で
協議を実施

■１　適切に運用されて
　　　おり、これまでど
　　　おり取り組む

□２　適切に運用されて
　　　いるが、更なる取
　　　り組みが必要

□３　適切に運用されて
　　　おらず改善が必要

□４　その他

■１　改正の必要はない

□２　更なる検討が必要

□３　改正が必要

□４　その他

（なし）
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